
第

二

千

八

百

七

十

二

号

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
公
園
事
業
の
変
更

(

環
境
企
画
課)

五
〇
三
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
〇
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

五
〇
四

公

示

○
も
と
す
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
の
届
出

(

市

町

村

課)

五
〇
五

○
平
成
二
十
九
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施

(

商
工
政
策
課)

五
〇
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(
農
地
整
備
課)

五
〇
六

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
可
茂
農
林
事
務
所)

五
〇
六

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

同

)

五
〇
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
一
号

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例(

昭
和
三
十
九
年
条
例
第
四
十
五
号)

第
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
恵
那
峡
県
立
自
然
公
園
の
公
園
事
業
の
一
部(

昭
和
四
十
八
年

岐
阜
県
告
示
第
八
百
二
十
四
号
で
公
示
し
た
公
園
事
業
を
い
う
。)

を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

変
更
後
の
公
園
事
業

一

施
設
の
種
類

園
地

二

位
置

恵
那
市
大
井
町
奥
戸

(

変
更
後
の
公
園
事
業
の
位
置
を
表
示
し
た
図
面
は
、
岐
阜
県
環
境
生
活
部
環
境
企
画
課
、
恵
那

県
事
務
所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。)

三

規
模

区
域
面
積

六
・
四
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日



県
道

道
路
の
種
類

下

中

笠

松
線

路
線
名

羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷
字
村

前
四
七
四
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
加
賀
野
井
字

東
流
九
〇
九
番
二
地
先
ま
で

羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷
字
村

東
八
〇
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
加
賀
野
井
字

東
流
九
〇
九
番
二
地
先
ま
で

羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷
字
村

前
四
七
四
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
加
賀
野
井
字

東
流
九
〇
九
番
二
地
先
ま
で

区

間

Ａ
後

Ｂ
前
Ａ

区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� �、���･� �、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

下

中

笠

松
線

路
線
名

羽

島

稲

沢
線

路
線
名

羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷
字
村
東
八

〇
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
加
賀
野
井
字
東
流

九
〇
九
番
二
地
先
ま
で

区

間

羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷
字
戌
亥
出

一
九
二
番
六
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
村
東
八

〇
七
番
六
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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公

示

○
も
と
す
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
の
届
出

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

も
と
す
広
域
連
合
長
か
ら
届
出
の
あ
っ
た
も
と
す
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十

九
年
七
月
十
二
日
付
け
で
受
理
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
平
成
二
十
九
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施

砂
利
採
取
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号)
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
九

年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関

す
る
規
則(

昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号)
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

試
験
期
日
及
び
時
間

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
日(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で(

一
二
〇
分)

二

試
験
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
一
丁
目
一
一
番
一
二
号

岐
阜
県
水
産
会
館
一
階
大
会
議
室

三

試
験
科
目

１

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

２

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項(

基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を
含

む
。)

四

受
験
手
続

１

申
込
用
紙
の
配
布

受
験
願
書
の
用
紙
は
、
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
、
同
部
岐
阜
地
域
産
業
労
働
室
及
び

各
県
事
務
所
で
配
布
し
ま
す
。

郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に｢

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
受
験
願
書
請
求｣

と

朱
書
し
て
、
八
十
二
円
分
の
切
手(

二
部
又
は
三
部
を
希
望
す
る
場
合
は
、
九
十
二
円
分
の
切
手)

を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒(

定
形
郵
便
物
の
封
筒)

を
同
封
の
上
、
〒
五
○
○
―
八
五

七
○

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
に
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。

２

申
込
方
法

受
験
願
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

工
政
策
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一�
写
真(

手
札
形(

お
お
む
ね
縦
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

と
し
、

受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月

日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
と
し
ま
す
。)

二�
受
験
票(

用
紙
は
、
受
験
願
書
と
同
時
に
配
布
し
ま
す
。)

３

申
込
受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
二
日(

月)

か
ら
同
月
十
六
日(

月)

ま
で
と
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及

び
国
民
の
祝
日
を
除
き
ま
す
。

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、｢

書
留｣

又
は｢

簡
易
書
留｣

と
し
、
封
筒
の
表
に｢

砂
利
採
取
業
務

主
任
者
試
験
受
験
願
書
在
中｣

と
朱
書
し
て
、
〒
五
○
○
―
八
五
七
○

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目

一
番
一
号

岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
平
成
二
十
九
年
十
月
十

六
日(

月)

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

五

受
験
手
数
料

手
数
料
は
、
八
千
円
と
し
、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
り
付
け

て
く
だ
さ
い(

消
印
し
な
い
こ
と
。)

。

な
お
、
受
験
手
数
料
は
、
申
込
み
が
受
理
さ
れ
た
後
は
、
返
還
し
ま
せ
ん
。

六

合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
九
年
十
二
月
上
旬(

予
定)

。
試
験
に
合
格
し
た
者
の
受
験
番
号
を
岐
阜
県
公
報
及
び

岐
阜
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
岐
阜
県
庁
掲
示
板
に
掲
示
し
ま
す
。
ま
た
、
合

格
者
本
人
に
合
格
証
を
交
付
し
ま
す
。
な
お
、
不
合
格
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
旨
を
通
知
し
ま
す
。

七

試
験
結
果
の
提
供

平
成
二
十
九
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
試
験
の
結
果
を
受
験

者
に
提
供
し
ま
す
。

１

提
供
す
る
試
験
結
果

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
総
合
得
点
及
び
科
目
別
得
点
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益
田
西
部
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

下

呂

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
九
・

八
・
一
五
か
ら

同

・

九
・
一
二
ま
で

縦

覧

期

間

２

提
供
期
間

合
否
発
表
の
日
か
ら
一
月
間

３

提
供
す
る
場
所

個
人
情
報
総
合
窓
口(

岐
阜
県
庁
二
階)

及
び
各
県
事
務
所
特
別
窓
口

４

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類
等

試
験
結
果
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
は
、
本
人
確
認
の
で
き
る
次
の
書
類
等
が
必
要
で
す
。

一�
受
験
票

二�
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

八

そ
の
他

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
鉱
政
係(

電
話
○
五
八
―
二
七

二
―
八
三
五
九(

直
通))

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

八
百
津
町

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

金

子

政

則

加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津
三
八
八
三
番
地

同

大�
重

敏

同

和
知

三
三
七
五
番
地

同

尾

関

一

夫

同

野
上

六
九
八
番
地
四

同

後

藤

幹

治

同

一
三
五
二
番
地
三

同

長
谷
川

豊

治

加
茂
郡
八
百
津
町
和
知
二
一
三
二
番
地
二

同�

見

輝

夫

同

一
一
五
四
番
地
一

同

後

藤

敏

浩

同

一
一
番
地

同

大

杉

五

男

加
茂
郡
八
百
津
町
上
牧
野

六
九
二
番
地

同

秋

松

克

典

同

上
飯
田

二
三
番
地

監
事

土

屋

実

同

六
三
番
地
一

同

伊

藤

成

治

加
茂
郡
八
百
津
町
野
上

一
三
〇
三
番
地

同

海

老

茂

同

和
知

二
三
九
六
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

八
百
津
町

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

金

子

政

則

加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津
三
八
八
三
番
地

同

尾

関

一

夫

同

野
上

六
九
八
番
地
四

同

石

井

二

郎

同

一
〇
五
八
番
地

同

大�
好

男

同

一
八
一
二
番
地
二
の
二

同

長
谷
川

豊

治

加
茂
郡
八
百
津
町
和
知
二
一
三
二
番
地
二

同

平

塚

道

治

同

一
五
五
四
番
地
一
〇

同

長

瀬

和

宏

同

五
一
四
番
地
一

同

大

杉

五

男

加
茂
郡
八
百
津
町
上
牧
野

六
九
二
番
地

同

野

村

藤

雄

同

上
飯
田

三
二
三
番
地
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監
事

甲
斐
川

武�
同

野
上
一
五
一
九
番
地
九

同

小

本

卓

巳

同

和
知
一
五
〇
一
番
地
四

同

土

谷

進

同

上
飯
田
一
〇
〇
二
番
地
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

連
合

平
成
��･�･�
理
事

藤

井

浩

人

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋
四
五
二
七
番
地

同

柴

山

擴

同

本
郷
町
九
丁
目
九
番
二
〇
号
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